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PG A-01 意思決定支援専門コース研修の意義と
都道府県研修の実施促進について

令和６年度サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修



意思決定支援は全サービスの土台

令和４年６月にとりまとめられた障害者部会報告書においては、本人の希望する暮らしの実現に向けては、前提とし

て意思形成や意思表明に対する支援を本人及び障害福祉サービス事業所の管理者やサービス管理責任者等の関係者に

よるチームにより丁寧に行う必要がある旨記載。
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・共生社会の実現と本人の意思決定支援が重要であることを可能な限り明文化していただきたい。

・障害者に特化した意思決定支援の研修であったり、そういったものを充実していくことは大変重要ではないか。

・暮らしの場の選択、働く場の選択、それと、後半で出てきました高齢障害者の支援であるとか、あと、サービスの質評価の利用者評

価。そのあたりも含めて、全てにおいて御本人の意思が大切にされてほしいと願っています。意思決定支援というと、どうしても決定

することだけにとらわれがちですが、意思を表出したり表明したりする。そして、選択したり決定したりする。もっと広く考えれば、

意思を実現したりというところまで幅広いプロセスになると思います。

・意思決定支援は相談支援専門員だけで行うものではなくてチームで行うものであるとすると、意思決定支援のスキルは全ての支援者

にとって必要なもの。

・原点というか、基本は本人による評価とか、利用者本人による選好が土台にないといけないなと改めて思うのですね。そのときに出

てくるものが意思決定支援だと思います。この意思決定支援とサービスの質の確保・向上がもっとリンクしたほうがいいのではないか

と私は思います。そこにまた相談支援というものが重なることによって、縦の一貫した評価システムというか、その評価の体系みたい

なものがぼんやり見えてきやしないかなと。

・意思形成やその表明に関する支援をチームとして丁寧に行っていく必要性がありますので、相談支援においても、そうした丁寧な意

思決定支援を行うための体制の在り方や人材養成の在り方をさらに進めていく必要があるのではないか。

・相談支援における本人の意思決定支援は、他のサービスと比べて重要度が大変高いと考えております。特に初めて障害福祉サービス

を利用する人にとっては、相談支援における意思決定支援が全ての入り口となります。このことを踏まえて、相談支援体制の充実を

図っていただきたい。 【社会保障審議会障害者部会議事録より一部抜粋】



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律等の一部を改正する法律の概要

施 行 期 日
令和６年４月１日（ただし、２①及び５の一部は公布後３年以内の政令で定める日、３②の一部、５の一部及び６②は令和５年４月１日、４①及び②の一部は令和５年10月１日）

改 正 の 概 要
１．障害者等の地域生活の支援体制の充実【障害者総合支援法、精神保健福祉法】

① 共同生活援助（グループホーム）の支援内容として、一人暮らし等を希望する者に対する支援や退居後の相談等が含まれることを、法律上明確化する。
② 障害者が安心して地域生活を送れるよう、地域の相談支援の中核的役割を担う基幹相談支援センター及び緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う地
域生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とする。

③ 都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにするとともに、これら
の者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。

２．障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進【障害者総合支援法、障害者雇用促進法】

① 就労アセスメント（就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理）の手
法を活用した「就労選択支援」を創設するとともに、ハローワークはこの支援を受けた者に対して、そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施する。

② 雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率に
おいて算定できるようにする。

③ 障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する。

３．精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備【精神保健福祉法】

① 家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に医療を提供できるようにするほ
か、医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。

② 市町村長同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望のもと、入院者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必要な情報提供を行う「入院者訪問支援事
業」を創設する。また、医療保護入院者等に対して行う告知の内容に、入院措置を採る理由を追加する。

③ 虐待防止のための取組を推進するため、精神科病院において、従事者等への研修、普及啓発等を行うこととする。また、従事者による虐待を発見した場合に都
道府県等に通報する仕組みを整備する。

４．難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化【難病法、児童福祉法】

① 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日に前倒しする。
② 各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため、「登録者証」の発行を行うほか、難病相談支援センターと福祉・就労に関する支援を行う者
の連携を推進するなど、難病患者の療養生活支援や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を強化する。

５．障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベース（ＤＢ）に関する規定の整備【障害者総合支援法、児童福祉法、難病法】

障害ＤＢ、難病ＤＢ及び小慢ＤＢについて、障害福祉サービス等や難病患者等の療養生活の質の向上に資するため、第三者提供の仕組み等の規定を整備する。

６．その他【障害者総合支援法、児童福祉法】

① 市町村障害福祉計画に整合した障害福祉サービス事業者の指定を行うため、都道府県知事が行う事業者指定の際に市町村長が意見を申し出る仕組みを創設する。
② 地方分権提案への対応として居住地特例対象施設に介護保険施設を追加する。 等

このほか、障害者総合支援法の平成30年改正の際に手当する必要があった同法附則第18条第２項の規定等について所要の規定の整備を行う。

障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するため、①障害者等の地域生活の支援体制の充実、②障害者の多様な就労ニー
ズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進、③精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備、④難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医
療の充実及び療養生活支援の強化、⑤障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等の措置を講ずる。

改 正 の 趣 旨
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＜国＞ データベースの整備

○ 障害者や難病患者等が地域や職場で生きがい・役割を持ち、医療、福祉、雇用等の各分野の支援を受けながら、その人らしく安心して暮らすことが

できる体制の構築を目指す。 このため、本人の希望に応じて、

・施設や病院からの地域移行、その人らしい居宅生活に向けた支援の充実（障害者総合支援法関係、精神保健福祉法関係、難病法・児童福祉法関係）
・福祉や雇用が連携した支援、障害者雇用の質の向上（障害者総合支援法関係、障害者雇用促進法関係）

・調査・研究の強化やサービス等の質の確保・向上のためのデータベースの整備（難病法・児童福祉法関係、障害者総合支援法関係）

等を推進する。

障害者や難病患者等が安心して暮らし続けることができる地域共生社会（イメージ）

地域の助け合い、教育

施設からの退所

住まいの場
・アパート生活
・グループホーム
・実家 等

病院からの退院

就労

伴走

通院

訪問

障害福祉

通所系福祉サービス

訪問

福祉から雇用へ
雇用・就労

施設系福祉サービス

＜事業所・施設＞

地域生活支援拠
点等の市町村整
備の努力義務化

等
通所

就労系福祉サービス

＜障害福祉＞
就労選択支援の創設

一般就労中の就労系福
祉サービスの一時的利用
＜企業＞

雇用の質向上に向けた助
成金の拡充
短時間労働者（10H以上
20H未満）に対する実雇用
率の算定 等

（障害者雇用）
企業、団体等

医療 （入院・日常の医療）
医療機関

＜精神科病院＞
■ 医療保護入院の入院期間の設定
入院患者への訪問相談
退院支援の拡充 等

相談支援等

・市町村

・都道府県

＜市町村＞

基幹相談支援セン
ター整備の努力義務
化

精神保健に関する相
談支援体制整備

等

相談支援事業所等

訪問系福祉サービス

＜グループホーム＞
居宅生活に向けた支援等
の明確化 等

（日常の医療）
訪問看護事業所

基盤整備

支援促進

＜都道府県等＞

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の強
化、福祉・就労等の各種支援の円滑な利用促
進（登録者証の発行等） 等

＜都道府県等＞
■ 難病患者等に対する医療費支給
の助成開始時期を重症化時点に
前倒し 等

ピアサポート活動 友達・趣味等

本人 家族
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⃝ 障害者総合支援法においては、障害者が「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保」される旨を規定し、指定事業者や指定相談支援事業者に対し、
「意思決定支援」を重要な取組として位置付けている。

⃝ 意思決定支援の定義や意義、標準的なプロセスや留意点を取りまとめたガイドラインを作成し、事業者や成年後見の担い手を含めた関係者間で共有することを
通じて、障害者の意思を尊重した質の高いサービスの提供に資することを目的とする。

意思決定が必要な場面 ・サービスの選択 ・居住の場の選択 等
自己決定が困難な場合

意思決定支援責任者の選任
とアセスメント
相談支援専門員・サービス管理責任者兼務可

意思決定支援会議の開催
サービス担当者会議・個別支援会議
と兼ねて開催可

本人・家族・成年後見人等・意思決定支援責任者・事業者・関係者等による情報交
換や本人の意思の推定、最善の利益の判断

意思決定の結果を反映したサービス等利用計画・個別支援計画
（意思決定支援計画）の作成とサービスの提供、支援結果等の記録

支援から把握される表情や感情、行動等か
ら読み取れる意思と選好等の記録

趣 旨

《意思決定支援の定義》
意思決定支援とは、自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように、可

能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最

後の手段として本人の最善の利益を検討するために事業者の職員が行う支援の行為及び仕組みをいう。

《意思決定を構成する要素》
（１）本人の判断能力

障害による判断能力の程度は、意思決定に大きな影響を与える。意思決定を進める上で、本人の判断能力の程度について慎重なアセスメントが重要。

（２）意思決定支援が必要な場面

① 日常生活における場面（食事・衣服の選択・外出・排せつ・整容・入浴等基本的生活習慣に関する場面）

② 社会生活における場面（自宅からグループホームや入所施設、一人暮らし等に住まいの場を移す等の場面）

（３）人的・物理的環境による影響

意思決定支援は、本人に関わる職員や関係者による人的な影響や環境による影響、本人の経験の影響を受ける。

意
思
決
定
に
関
す
る
記

録
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

○ 本人の意思決定に関する情報の把握方法、意思決定支援会議の開催準備等
○ アセスメント ・本人の意思確認 ・日常生活の様子の観察 ・関係者からの情報収集・本人の

判断能力、自己理解、心理的状況等の把握・本人の生活史等、人的・物理的環境等のアセスメン
ト・体験を通じた選択の検討 等

本人が自己決定できるように支援

意思決定支援の定義 / 意思決定を構成する要素

「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の概要

意思決定支援の流れ



⃝ 障害者総合支援法においては、障害者が「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保」される旨を規定し、指定事業者や指定相談支援事業者に対し、
「意思決定支援」を重要な取組として位置付けている。

⃝ 意思決定支援の定義や意義、標準的なプロセスや留意点を取りまとめたガイドラインを作成し、事業者や成年後見の担い手を含めた関係者間で共有することを
通じて、障害者の意思を尊重した質の高いサービスの提供に資することを目的とする。

意思決定が必要な場面 ・サービスの選択 ・居住の場の選択 等
自己決定が困難な場合

意思決定支援責任者の選任
とアセスメント
相談支援専門員・サービス管理責任者兼務可

意思決定支援会議の開催
サービス担当者会議・個別支援会議
と兼ねて開催可

本人・家族・成年後見人等・意思決定支援責任者・事業者・関係者等による情報
交換や本人の意思の推定、最善の利益の判断

意思決定の結果を反映したサービス等利用計画・個別支援計画
（意思決定支援計画）の作成とサービスの提供、支援結果等の記録

支援から把握される表情や感情、行動等か
ら読み取れる意思と選好等の記録

趣 旨

《意思決定支援の定義》
意思決定支援とは、自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように、可

能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最

後の手段として本人の最善の利益の検討のために事業者の職員が行う支援の行為及び仕組みをいう。

《意思決定を構成する要素》
（１）本人の判断能力

障害による判断能力の程度は、意思決定に大きな影響を与える。意思決定を進める上で、本人の判断能力の程度について慎重なアセスメントが重要。

（２）意思決定支援が必要な場面

① 日常生活における場面（食事・衣服の選択・外出・排せつ・整容・入浴等基本的生活習慣に関する場面）

② 社会生活における場面（自宅からグループホームや入所施設、一人暮らし等に住まいの場を移す等の場面）

（３）人的・物理的環境による影響

意思決定支援は、本人に関わる職員や関係者による人的な影響や環境による影響、本人の経験の影響を受ける。
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○ 本人の意思決定に関する情報の把握方法、意思決定支援会議の開催準備等
○ アセスメント ・本人の意思確認 ・日常生活の様子の観察 ・関係者からの情報収集・本人

の判断能力、自己理解、心理的状況等の把握・本人の生活史等、人的・物理的環境等のアセス
メント・体験を通じた選択の検討 等

本人が自己決定できるように支援

意思決定支援の定義 / 意思決定を構成する要素

意思決定支援の流れ

「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の概要（論点２参考資料②）

6



令和5年度障害者総合福祉推進事業
障害者が希望する地域生活を送るための意思決定支援等の取組に関する調査研究（速報値、一部抜粋）

【意思決定支援の実施状況】

送 付 数：10,000事業所 有効回答数：1,857事業所（有効回答率：18.6%）

調査対象サービス：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援、自立生活援助、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援

7

（論点1参考資料④）

【意思決定支援ガイドラインの活用状況】

○ 意思決定支援ガイドラインの周知状況

全体 [n=1,857]

38.0%あることも内容も知っている

41.9%あることは知っているが、内容はよくわからない

20.0%知らない

○ 意思決定支援ガイドラインの活用状況

全体 [n=1,857]

10.0%積極的に活用している

15.5%ある程度活用している

39.0%あまり活用していないが、今後は活用を検討している

35.5%活用していない

○ 意思決定支援ガイドラインに基づく意思決定支援会議の開催状況

全体 [n=1,857]

32.8%はい

67.2%いいえ

○ （開催している場合）意思決定支援会議と一体的に実施している会議

全体 [n=610]

51.8%サービス担当者会議

37.2%個別支援会議

9.5%その他個別ケースの支援に関する会議

0.8%その他

0.7%一体的に行われる会議はない

○ 意思決定支援計画の作成状況

全体 [n=1,857]

18.8%基本的に作成している

8.5%ある程度、作成している

9.4%あまり作成していない

63.3%作成していない

○ 意思決定支援責任者の選任状況

全体 [n=1,857]

18.3%はい

81.7%いいえ

○ （選任している場合）意思決定支援責任者の属性

全体 [n=340]

46.5%管理者

44.7%サービス管理責任者

3.2%サービス提供責任者

0.9%主任相談支援専門員

2.6%相談支援専門員

2.1%その他



障害者の意思決定支援を推進するための方策

障害者の意思決定支援を推進するため、「障害福祉サービス等の提供に当たっての意思決定支援ガイドライン」を踏まえ、相談支援及び障害福祉サー

ビス事業等の指定基準において、以下の規定を追加する。

【取扱方針】

・ 事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。

【サービス等利用計画・個別支援計画の作成等】

・ 利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検

討をしなければならない。

・ 利用者の希望する生活や課題等の把握（アセスメント）に当たり、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定支援を

行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

・ 相談支援専門員やサービス管理責任者が行うサービス担当者会議・個別支援会議について、利用者本人が参加するものとし、当該利用者の生活に対す

る意向等を改めて確認する。

※ 障害児者の状況を踏まえたサービス等利用計画・障害児支援計画の作成を推進する観点から、 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が作成した個

別支援計画について相談支援事業者への交付を義務付け。

【サービス管理責任者の責務】

・サービス管理責任者は、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思

決定支援が行われるよう努めなければならない。

※障害児通所支援、障害児入所施設についても、障害児及びその保護者の意思の尊重の観点から、上記に準じた規定を追加。

意思決定支援の推進（運営基準への位置づけ）

相談支援事業者
サービス事業者 ॔

७
५
ও
থ
ॺ

ੑ

ਉ
੧

ਛ

१
␗
অ
५
૿
ਊ

ভ
৮


શ
੍
ର
ভ
৮

ੑ

भ
ৰ


␟
१
␗
অ
५
भ


␠

ঔ
ॽ
ॱ
জ
থ
ॢ※

利用者本人の参加
（原則）

ੑ


ਛ

意思決定に困難
を抱える者の意
思及び選好、判
断能力等の把握

（参考）障害者の意思決定支援のプロセス 相談支援専門員・サービス管理責任者が、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、計画を検討

※相談支援専門員によるモニタリングについて、地域移行に向けた意思決定支援や重度の障害等のため頻回な関わりが必要な者は標準より短い期間で設定が望ましい旨例示 8

令和６年度報酬改定による改正内容



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準につ
いて（平成 18 年 12 月 ６ 日障発第 1206001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 【新旧対照表】

現行改正後

（６）指定療養介護の取扱方針（基準第57条）
（新設）

① 基準第57条第２項に規定する支援上必要な事項とは、指
定療養介護計画の目標及び内容のほか、行事及び日課等も含
むものである。

② 同条第３項は、指定療養介護事業者は、自らその提供す
る指定療養介護の質の評価を行うことはもとより、第三者に
よる外部評価の導入を図るよう努め、常にサービスを提供す
る事業者としての質の改善を図らなければならないこととし
たものである。

（６）指定療養介護の取扱方針（基準第57条）
① 基準第57条第２項については、意思決定支援ガイドライ
ンを踏まえて、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営
むことができるよう、意思決定支援ガイドラインに掲げる次
の基本原則に十分に留意しつつ、利用者の意思決定の支援に
配慮すること。
ア 本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行う。
イ 職員等の価値観においては不合理と思われる決定でも、
他者への権利を侵害しないのであれば、その選択を尊重す
るように努める姿勢が求められる。

ウ 本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合は、
本人をよく知る関係者が集まって、様々な情報を把握し、
根拠を明確にしながら意思及び選好を推定する。
また、利用者が経験に基づいた意思決定ができるよう体

験の機会の確保に留意するとともに、意思決定支援の根拠
となる記録の作成に努めること。

② 同条第３項に規定する支援上必要な事項とは、指定療養
介護計画の目標及び内容のほか、行事及び日課等も含むもの
である。また、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確
保については、指定居宅介護と同旨であるため、第３の３の
(15)の②を参照されたい。
③ 同条第４項は、指定療養介護事業者は、自らその提供す
る指定療養介護の質の評価を行うことはもとより、第三者に
よる外部評価の導入を図るよう努め、常にサービスを提供す
る事業者としての質の改善を図らなければならないこととし
たものである。



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準につ
いて（平成 18 年 12 月 ６ 日障発第 1206001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 【新旧対照表】

現行改正後

（７）療養介護計画の作成等（基準第58条）
① 療養介護計画
基準第58条においては、サービス管理責任者が作成すべき
療養介護計画について規定している。
療養介護計画は、利用者及びその家族の生活に対する意向、
総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、
指定障害福祉サービスの目標及びその達成時期、指定療養介
護を提供する上での留意事項等を記載した書面である。
また、療養介護計画は、利用者の置かれている環境及び日

常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や
課題等の把握を行い、利用者が自立した日常生活を営むこと
ができるよう支援する上での適切な支援内容の検討に基づい
て立案されるものである。

（７）療養介護計画の作成等（基準第58条）
① 療養介護計画
基準第58条においては、サービス管理責任者が作成すべき
療養介護計画について規定している。
療養介護計画は、利用者及びその家族の生活に対する意向、
総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、
指定障害福祉サービスの目標及びその達成時期、指定療養介
護を提供する上での留意事項等を記載した書面である。
また、療養介護計画は、利用者の置かれている環境及び日

常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や
課題等の把握を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び
意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を
営むことができるよう支援する上での適切な支援内容の検討
に基づいて立案されるものである。
アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定する

ことに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行う
ため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について
丁寧に把握しなければならない。



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準につ
いて（平成 18 年 12 月 ６ 日障発第 1206001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 【新旧対照表】

現行改正後

（７）療養介護計画の作成等（基準第58条）
② サービス管理責任者の役割
サービス管理責任者は、指定特定相談支援事業者等が作成し
たサービス等利用計画を踏まえて、当該指定療養介護事業所
以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連
携も含めて、療養介護計画の原案を作成し、以下の手順によ
り療養介護計画に基づく支援を実施するものである。
ア 利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者を招
集して行う会議を開催し、療養介護計画の原案について意見
を求めること

イ 当該療養介護計画の原案の内容について、利用者及びそ
の家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得る
こと

（７）療養介護計画の作成等（基準第58条）
② サービス管理責任者の役割
サービス管理責任者は、指定特定相談支援事業者等が作成し
たサービス等利用計画を踏まえて、当該指定療養介護事業所
以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連
携も含めて、療養介護計画の原案を作成し、以下の手順によ
り療養介護計画に基づく支援を実施するものである。
ア 個別支援会議の開催
利用者及び当該利用者に対する指定療養介護の提供に当た

る担当者を招集して行う会議を開催し、当該利用者の希望す
る生活及びサービスに対する意向等を改めて確認するととも
に、療養介護計画の原案について意見を求めること。
個別支援会議は、意思決定支援ガイドラインにおける意思

決定支援会議と一体的に行われることが考えられるが、意思
決定支援会議をより丁寧に実施するために、個別支援会議と
は別に開催することも差し支えない。
なお、個別支援会議については、原則として利用者が同席

した上で行わなければならないものである。ただし、例えば
当該利用者の病状により、会議への同席自体が極めて困難な
場合等、やむを得ない場合については、例外的にテレビ電話
装置の活用等、同席以外の方法により希望する生活及びサー
ビスに対する意向等を改めて確認することで差し支えない。
イ 療養介護計画の原案の説明・同意
当該療養介護計画の原案の内容について、利用者及びその

家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得るこ
と。



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準につ
いて（平成 18 年 12 月 ６ 日障発第 1206001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 【新旧対照表】

現行改正後

（７）療養介護計画の作成等（基準第58条）
ウ 利用者へ当該療養介護計画を交付すること

エ 当該療養介護計画の実施状況の把握及び療養介護計画の
見直すべきかどうかについての検討（当該検討は少なくとも
６月に１回以上行われ、必要に応じて療養介護計画の変更を
行う必要があること。）を行うこと

（７）療養介護計画の作成等（基準第58条）
ウ 療養介護計画の交付
利用者及び利用者等に対して指定計画相談支援又は指定障

害児相談支援を行う相談支援事業者へ当該療養介護計画を交
付すること。
また、サービス管理責任者は、サービス等利用計画を踏ま

えた療養介護計画の作成等を可能とするため、当該相談支援
事業者が実施するサービス担当者会議に参加し、利用者に係
る必要な情報を共有する等により相互連携を図ること。
エ モニタリング
当該療養介護計画の実施状況の把握及び療養介護計画の見

直すべきかどうかについての検討（当該検討は少なくとも６
月に１回以上行われ、必要に応じて療養介護計画の変更を行
う必要があること。）を行うこと。
なお、モニタリングに際しても相談支援事業者との相互連

携を図ることが求められるものであり、モニタリング結果を
相互に交付すること、サービス担当者会議及び個別支援会議
を合同で開催又は相互の会議に出席する等の方法により連携
強化を図ること。



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準につ
いて（平成 18 年 12 月 ６ 日障発第 1206001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 【新旧対照表】

現行改正後

（８）サービス管理責任者の責務（基準第59条）
サービス管理責任者は、療養介護計画の作成のほか、次の業
務を担うものである。
① 利用申込みに際し、当該利用者に係る他の障害福祉サー
ビス等の提供状況の把握を行うこと

② 指定療養介護事業所を退院し、自立した日常生活を営む
ことが可能かどうか、定期的に点検するとともに、自立し
た日常生活を営むことが可能と認められる利用者に対し、
地域生活への移行へ向けた支援を行うこと

③ 他の従業者に対して、指定療養介護の提供に係る技術的
な指導及び助言を行うこと

（新設）

（８）サービス管理責任者の責務（基準第59条）
① サービス管理責任者は、療養介護計画の作成のほか、次
の業務を担うものである。
ア 利用申込みに際し、当該利用者に係る他の障害福祉サー
ビス等の提供状況の把握を行うこと

イ 指定療養介護事業所を退院し、自立した日常生活を営む
ことが可能かどうか、定期的に点検するとともに、自立し
た日常生活を営むことが可能と認められる利用者に対し、
地域生活への移行へ向けた支援を行うこと

ウ 他の従業者に対して、指定療養介護の提供に係る技術的
な指導及び助言を行うこと

② 基準第59条第２項については、サービス管理責任者は、
利用者に対してのみならず、従業者に対しても、利用者への
意思決定支援の実施の観点から必要な助言指導を行うことが
求められるものである。
なお、意思決定支援ガイドラインにおける意思決定支援責

任者の役割については、サービス管理責任者の役割と重複す
るものであるが、サービス管理責任者とは別に意思決定支援
責任者となる者を配置した上で、当該者と業務を分担する等
の柔軟な運用を否定するものではないことに留意すること。
また、サービス管理責任者については、利用者の意思決定

支援を適切に行うため、都道府県が実施するサービス管理責
任者を対象にした専門コース別研修の意思決定支援コースを
受講することが望ましい。



14

（サービス担当者会議、個別支援会議への本人参加）

問 80 サービス担当者会議、個別支援会議については、原則として利用者等が同席した上で行わなければな
らないものであるが、本人参加ができないやむを得ない場合については、具体的にどのようなものが考え

られるか。

（答）

当該会議への本人参加を求める趣旨としては、本人の支援を検討するにあたっては、本人が希望する生

活及びサービスに対する意向等を改めて確認することが重要であるためであり、仮に本人による発言が困

難な状態である場合であっても、本人の状態を直接確認することで、意思と選好の推定を行うべきもので

ある。

そのため、本人の参加ができないやむを得ない場合については、本人の病状が悪化しており、面会謝絶

の状態にある、本人の参加を求めることで、本人の状態が悪化することが見込まれる等、限定的な場合を

想定している。

（個別支援会議の開催方法）

問 81 個別支援会議の開催について、サービス管理責任者及び本人が参加する会議と、サービス管理責任者
及び事業所職員が参加する会議を別々に行うという運用は認められるか。

（答）

本人を含めた各関係者が参加する個別支援会議を行った上で、追加的にサービス管理責任者及び事業所

職員が参加する会議を行うことは可能である。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１
（令和６年３月 29 日）



障害福祉サービス等及び障害通所支援等の円滑な実施を確保するための
基本的な指針

第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標
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七 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

都道府県は管内市町村と連携しつつ、相談支援専門員やサービス管理責任者等について、地域のニーズを踏まえて計画

的に養成する必要がある。さらに、障害福祉サービス等の提供にあたっては、意思決定支援の適切な実施が重要であり、

障害福祉サービス事業者、相談支援事業者等に対する「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」

の普及啓発に取り組むとともに、相談支援専門員やサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者に対する意思決定

支援に関する研修を推進していく必要がある。そこで、これらの取組を通じて利用者が真に必要とする障害福祉サービ

ス等を提供していくため、令和八年度末までに、別表第一の十の各項に掲げる障害福祉サービス等の質を向上させるた

めの取組に関する事項を実施する体制を構築することを基本とする。

別表 第一

十 障害福祉サービスの質を向上させるための取組

都道府県による相談支援専門員研修（初任者・現任・主任）及びサービス管理責任
者・児童発達支援管理責任者研修（基礎・実践・更新）修了者数の見込みについて
定める。
都道府県による相談支援専門員及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者
への意思決定支援ガイドライン等を活用した研修の実施回数及び修了者数の見込み
を設定する。

計画的な人材養成の推進



2021年4月1日

令和４年度 ２２自治体（実績）
↓

令和５年度 ２２自治体（実績）
修了者数１，２０７人

※どの事業所も取り組むべき意思決定支援が
適切に実施できるよう、ぜひ、全都道府県
で実施してください！


